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  平成３０年 ３ 月 ５ 日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市条例第１１号 

小田原市水洗便所改造資金貸付条例を廃止する条例 

小田原市水洗便所改造資金貸付条例（昭和４１年小田原市条例第３９号）は、廃止す

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に市が貸付けを行った貸付金の返還については、なお従前の

例による。 

（小田原市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

３ 小田原市下水道事業の設置等に関する条例（平成２７年小田原市条例第４４号）の

一部を次のように改正する。 

第６条を次のように改める。 

第６条 削除 

（小田原市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 附則第２項の貸付金に係る返還金の収納に関する事務については、前項の規定によ

る改正前の小田原市下水道事業の設置等に関する条例第６条の規定は、この条例の施

行後も、なおその効力を有する。 

 


